
　あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護について、

契約を締結する前に知っておきたい内容を、説明します。わからない

こと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

　この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準(平成11年厚生省令第３８号）」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援提供

の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

１、指定居宅介護支援を提供する事業所について

代表者氏名 　代表取締役　園田　　潤治

本社所在地 　〒657-0035　神戸市灘区備後町５丁目３－１－３０９

（連絡先及び電話番号）　　　　　　℡078-811-3013　　　　Fax078-811-3015

２、利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

（１）事業所の所在地等

介護保険指定

事業者番号

　〒657-0044

神戸市灘区備後町5丁目3‐1‐302

連絡先 　（連絡先電話・ファックス番号）℡078-414-8163　　Fax078-414-8164

相談担当者 　(部署名・相談担当者氏名）　　管理者　　 五百城　恒司

事業所の通常の
事業の実施地域

（２）事業所の目的及び運営方針

 要介護者及び家族の意向を基に、サービスを適切に利用できるように連

 絡/調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする

　利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した

　日常生活を営むことが出来るように配慮する

事業所名称 　ケアプランセンター　スリール

　（指定事業者番号）　２８７０２０２０３９

事業所所在地

　　神戸市・西宮市・姫路市・西明石市

事業の目的 　（運営規程記載内容の要約）

重要事項説明書
2024.12　改訂版

事業者名称 　株式会社　　ヒナコーポレーション

法人設立年月日 　平成22年4月

運営の方針 　（運営規程記載内容の要約）



（３）事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 　月曜日から金曜日までとする

営業時間 　午前９時から午後６時までとする

(4)事業所の職員体制

管理者 　（氏名） 五百城　恒司

（５）居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

別紙に掲げる 左の①～⑦の内容 下表の 介護保険適用となる

　「居宅介護支援 は、居宅介護支援 　　とおり 場合には、利用料を

　業務の実施方法 の一連の業務として、 支払う必要はありま

　者との連携調整 　等について」を 介護保険の対象と せん。

　参照ください。 なるものです。 （全額介護保険によ

　り負担されます。）

取扱い件数区分

介護支援専門員１人に当たりの 居宅介護支援費Ⅰ 居宅介護支援費Ⅰ

利用者の数が４5人未満の場合

　〃　　　　４5人以上６０人未満 居宅介護支援費Ⅱ 居宅介護支援費Ⅱ

の場合において、４5以上の部分

　〃　　　　６０人以上の場合

において、６０以上の部分

※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の５０／１００となります。また、特定

事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より２、０００円を減額することとなります。

※４5人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、４5件目以上になった場

合に居宅介護支援費Ⅱを算定します。

　3　名　　　

居宅介護支援の内
容

提供方法 介護保険適用有無
利用料
(月額）

利用者負担額

（介護保険適用の場合）

職 職務内容 人員数

介護支援専門員
常勤 　1　名　　　

　　　居宅介護支援業務を行います
非常勤

⑤給付管理

⑥要介護認定申請に
対する協力・援助

⑦相談業務

要介護度区分
要介護　１・２ 要介護　３～５

①居宅サービス計画

　の作成

②居宅サービス事業

③サービス実施状況

　把握・評価

④利用者状況の把握

　　　326単位　/　3,534円 　　　　422単位　/　4,574円

1,086単位　/ 11,881円 　　　1,411単位　/　15,295円

　544単位　/　5,897円 704単位　/　7,631円

居宅介護支援費Ⅲ 居宅介護支援費Ⅲ



新規に居宅サービス計画を作成する場合

要支援者が要介護認定を受けた場合に居

宅サービス計画書を作成する場合

要介護状態区分が２区分以上変更された

場合に居宅サービス計画書を作成する場合

退院・退所時の加算　

小規模多機能型居宅介護支援の利用を

開始する際に、必要な情報を提供する場合

　「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっ

ての留意事項にかかる伝達等を目的とした会議

を定期的に開催すること」厚生労働大臣が定める

基準に適合する場合（一月につき）

居宅介護支援事業所が下記の地域にあり、

所定単位数の １月あたり実利用者数が２０人以下の事業所

である場合は、所定単位数の１００分の１０に

　　　　１０／１００ 相当する単位数を所定単位に加算する。

下記の地域に居住にしている利用者に対して

所定単位数の 、通常の事業の実施地域を超えて、指定居宅介護

支援を行った場合は、所定単位数１００分の５に

　　　　　５／１００ 相当する単位数を所定単位に加算する。

３、その他の費用について

①　交通費

４　利用者の居宅への訪問頻度の目安

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回

※　ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に

不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問

することがあります。

加　　　算 　加算額 算　定　回　数　等

小規模多機能型居宅
介護事業所連携加算

３００単位

看護小規模多機能型居
宅介護事業所連携加算

　　　　　　　３００単位
看護小規模多機能型居宅介護支援の利用を開始

する際に、必要な情報を提供する場合

特定事業所加算（Ⅰ） ５００単位

連携１回 カンファ参加無：４５０単位/月　カンファ参加有：６００単位/月

連携２回 カンファ参加無：６００単位/月　カンファ参加有：７５０円/月

連携３回 カンファ参加無：非該当　　　　　　カンファ参加有：９，０００円/月

著しく状態が替わる末期の悪性腫瘍のご利用者に

マネジメント加算 ついて支援を行う場合

中山間地域等における
小規模事業所加算

特定事業所加算（Ⅱ） ４００単位

特定事業所加算（Ⅲ） 　　　　　　　３００単位

特定事業所加算（Ⅳ） １２５単位

中山間地域等に居住
する者へのサービス提
供加算

利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求致しま
す。　　　＊１５キロ以上　５００円

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し

　　　初　期　加　算 　　　　　３００単位

医療連携加算(Ⅰ） ２５０単位 入院前又は当日に医療機関に情報提供

医療連携加算(Ⅱ） ２００単位 入院後３日以内に医療機関に情報提供

　　　　　　　　　　　　　　　　

ターミナルケア
４００単位



５　利用料、その他の費用の請求及び支払い方法について

①利用料、その他の費用の ア　利用料及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し

　請求方法等 　　利用月ごとの合計金額により請求します。

イ　上記に係る請求書は、利用明細に添えて利用月の翌月１５日

　　までに利用者あてにお届け（郵送）します。

②利用料、その他の費用の ア　サービス提供の都度お渡しするサービス提供の記録の利用者

　支払い方法等 　　控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、下記のいづれ

　　かの方法によりお支払い下さい。

　　(ア）事業者指定口座への振込

　　（イ）利用者指定口座からの自動振替

　　（ウ）現金支払い

イ　お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収

　　書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。

　　（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。

※　利用料及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から

　　　２月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内に支払いがない場合には、サービス提供の

　　　契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

６　居宅介護支援の提供にあたって

　（２）居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護

　　　 認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。

　　　被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。

　（３）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

　　　れるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている

　　　要介護認定の有効期間が終了する３０日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

７　虐待の防止について

　　事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

　　ます。

（１）虐待防止に関する責任者を専任しています

　　虐待防止に関する責任者 　　　　管理者　　 五百城　恒司

（２）成年後見制度の利用を支援します。

（３）苦情解決体制を整備しています。

（４）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

　　　早期に病院などと情報共有や連携をする必要が有りますので、病院等には担当する介護支援専門

　　　員の名前や連絡先を伝えてください。

　(１)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅

　　　サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者などの選定理由について説明を求めることが

　　　出来ますので、必要が有れば遠慮なく申し出てください。

　(４)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、



８　秘密の保持と個人情報の保護について

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の

　 保護に関する関する法律」及び厚生労働省が策定した

　「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な

　取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り

　扱いに努めるものとします。

②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」と

　　いう。）は、サービスを提供する上で知り得た利用者

　　及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に

　　漏らしません。

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約

　　が終了した後においても継続します。

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

　 その家族の秘密を保持させるため、従業者である

   期限及び従業者でなくなった後においても、その

　 秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の

　 内容とします。

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り

　 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報

 　を用いません。また、利用者の家族の個人情報につい

　 手も、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者

　 会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が

　 含まれる記録物（紙によるもの他、電磁的記録を

　 含む。）については、善良な管理者の注意をもって

②　個人情報の保護について 　 管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する

　 ものとします。

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに

　 応じてその内容を開示することとし、開示の結果、

　 情報の訂正、追加または削除を求められた場合は

　 遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲

　 内で訂正等を行うものとします。

　 （開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の

　 負担となります。

９　事故発生時の対応方法について

　　利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の

　家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

　　また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

　損害賠償を速やかに行います。

①利用者及びその家族に関する秘密の保
持について



　　　　　尚、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。

　　　介護支援専門員は、常に身分証明書を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から

　　提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

１１　サービス提供に関する相談、苦情について

（１）　苦情処理の体制及び手順

　　①　提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付け

　　　　るための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)

　　　・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握する為必要に応じ訪問を

　　　実施し状況の聞き取りや事情の確認を行う。

　　　・特に事業者に関する苦情である場合には、利用者の立場を考慮しながら、事業者側の

　　　責任者に事実関係の特定を慎重に行う。

　　　・相談担当者は、把握した状況についてスタッフと共に検討を行い、時価の対応を決定する。、　

　　　・対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へは必ず

　　　対応方法を含めた結果報告を行う。

　　③苦情があったサービス事業者に対する対応方針など。

　　　・処理体制に記した通り、事業所の管理者にあてて、苦情内容の事実確認を迅速に行うと

　　　ともに、共同でその対応を行う。なお、苦情内容については、サービス担当者会議での

　　　報告を行い再発の防止の対応方針を検討し、対処する。

　　④その他参考事項

　　・事業所において処理しえない内容についても、行政窓口などの関係機関との協力により

　　　適切な対応方法を利用者の立場に立って検討し、対処する。

　　≪緊急連絡先≫

市町村名：神戸市　　　　担当部署：介護保険課　☎　078-322-6228

主治医　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎

身体障害・財物損壊を伴わない経済的損失）

１０　身分証明証携行義務

　②相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下の通りとします。

家族等連絡先：氏名　　　　　　　　　　　　　様（続柄　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡番号

保険会社名：東京海上日動火災保険株式会社

保険名：超ビジネス保険

　　　　　　 保証の概要：損害賠償金１億円（身体障害事故、財物損壊事故、人権侵害に対する慰謝料、



（２）　苦情申し立ての窓口

【事業所の窓口】

株式会社　ヒナコーポレーション 所在地　神戸市灘区備後町５－３－１－３０９

　　 　　℡：　０７８－８１１－３０１３

　　Fax：０７８－８１１－３０１５

【その他の窓口】

①.神戸市保健福祉局監査指導部 ①　℡：078-322-6326

②兵庫県国民健康保険団体連合会

③神戸市消費生活センター

１２　重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

上記内容について「指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準

　（平成１１年厚生労働省令第３８号）第４条の規定に基き、利用者に説明を行いました。

事業者

利用者

代理人

受付時間　　　　9：00～18：00（平日）

　　　受付時間　8：45～12：00　13：00～17：30（平日）

　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　　日

　所在地 　〒657-0037　神戸市灘区備後町５丁目３－１－３０９

　法人名 　　株式会社　ヒナコーポレーション

　代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　園田　　潤治　　　　　　　　　　　　　　印

②　℡：078-332-5617　　

　　　受付時間　8：45～17：15（平日）

③　℡：078-371-1221　

　　　受付時間　9：00～17：00（平日）

④養介護施設従業者による高齢者虐待通報専用電
話　　　（監査指導部内）

④　℡：078－322－6774

　　　受付時間　8：45～12：00　13：00～17：30（平日）

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

住所

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　事業者名 　　ケアプランセンタースリール

　説明者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　上記内容の説明を事業者から確かに受け取りました。

住所


